
 

 

通所リハビリテーション重要事項説明書 

（令和６年６月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名     医療法人杉村会 介護老人保健施設のぞみ 

   ・開設年月日   平成９年１月２０日 

   ・所在地     熊本市中央区本荘３丁目７番１８号 

   ・電話番号    096-371-3399   ・ファックス番号  096-371-3505 

   ・管理者名    施設長  西川 博 

   ・介護保険指定番号     介護老人保健施設（４３５０１８０１４９号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

     介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要

な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能

力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ること

ができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続でき

るよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリテーション（介

護予防通所リハビリテーション）といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを

目的とした施設です。 

 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、 

ご理解いただいた上でご利用下さい。 

 

［運営方針］ 

    １ 当施設では、通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語

療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、

利用者が１日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。 

    ２ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得

ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 

   ３ 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、

その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が

地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。 

４ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」

過ごすことができるようサービス提供に努める。 

５ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を

得て実施するよう努める。 

６ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則

り、当施設が得た利用者の個人情報については、外部への情報提供については、必要に

応じて利用者又はその身元引受人の了解を得ることとする。 

 

（３）施設の職員体制 

 常 勤 非常勤 備考 

・医師 １   

・介護職員 ７   

・支援相談員 １   

・理学療法士 ３   

・言語聴覚士 １   

 



（４）通所定員  ３０名（２単位） 

 

２．サービス内容 

① 介護予防通所リハビリテーション計画の立案 

② 通所リハビリテーション計画の立案 

③ 食事 昼食１２：００～ 

④ 入浴 

⑤ 医学的管理・看護 

⑥ 介護（退所時の支援も行います） 

⑦ リハビリテーション 

⑧ 相談援助サービス 

⑨ 栄養管理、栄養マネジメント等の栄養状態の管理 

⑩ 理美容サービス（毎月第４月曜日） 

⑪ 行政手続代行 

⑫ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくも

のもありますので、具体的にご相談下さい。 

 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合

等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

  

 ・協力医療機関 

    ・名 称  医療法人杉村会 杉村病院 

    ・住 所  熊本市中央区本荘３丁目７番１８号 

 

・協力歯科医療機関 

    ・名 称  医療法人永裕会 ノゾミ歯科医院 

    ・住 所  熊本市中央区本荘４丁目７番２１号 ヴィラ・アスティア １Ｆ 

 

◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

 ・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただき

ます。 

 ・ 喫煙 

  施設内禁煙となります。 

 ・ 設備・備品の利用 

  施設内の設備、備品は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用により破損等

が生じた場合、弁償いただく場合があります。 

 ・ 所持品・備品等の持ち込み及び金銭・貴重品の管理 

  施設ご利用中、貴重品、現金の持ち込みは極力お避け下さいますようお願い致します。やむ

を得ず、お持ちになる場合は、自己の責任で管理してください。 

  但し、眼鏡・義歯・補聴器等自己の責任で管理が不可能であると判断した場合はご家族の同

意を得たうえで施設にてお預かりさせていただくこともあります。 

・ 宗教活動・政治活動 

  施設内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 

 

５．非常災害対策 



  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、防火扉、シャッター、誘導灯、避難階段、

自動火災報知機、ガス漏れ探知機 

  ・防災訓練  年２回（うち１回は夜間想定） 

 

６．禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、 

宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．要望及び苦情等の相談 

  当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談下さ

い。 

  要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、食

堂・デイに備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただく

こともできます。 

 

  《利用者苦情相談窓口》 

 

   介護老人保健施設 のぞみ          TEL：０９６－３７１－３３９９ 

   熊本市役所 介護保険課 介護事業指導室   TEL：０９６－３２８－２７９３ 

 

８．利用時のリスクについて 

  当施設では利用者が快適な生活を送られますように、安全な環境作りに努めておりますが、

利用者の身体状況や病気に伴う様々な症状が原因により、下記の危険性が伴うことを十分に

ご理解下さい。 

・ 歩行時の転倒、ベッドや車椅子からの転落等による骨折・外傷、頭蓋内損傷の恐れがあ

ります。 

・ 老人保健施設は、リハビリ施設であること、原則的に拘束を行わないことから、転倒・

転落による事故の可能性があります。 

・ 高齢者の骨はもろく、通常の対応でも容易に骨折する恐れがあります。 

・ 高齢者の皮膚は薄く、少しの摩擦で表皮剥離ができやすい状態にあります。 

・ 高齢者の血管はもろく、軽度の打撲あっても皮下出血が出来やすい状態にあります。 

・ 加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下します。誤嚥・誤飲・窒息

の危険性が高い状態にあります。 

・ 高齢者であることにより脳や心臓の疾患により、急変・急死される場合もあります。 

・ 本人の全身状態が急に悪化した場合、当施設医師の判断で緊急に病院へ搬送を行うこと

があります。 

 

９．その他 

  当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求下さい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）について 

（令和６年６月１日現在） 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込に当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．介護保険負担割合証の確認 

ご利用のお申込に当たり、ご利用希望者の介護保険負担割合証を確認させていただきます。 

尚、更新により新しい介護保険負担割合証がお手元に届きましたらご提出ください。 

 

３．利用者負担について 

負担割合に応じた額とする（介護保険負担割合証にて確認） 

 

４．通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）についての概要 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）については、要介護者（介護

予防通所リハビリテーションにあっては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案

された居宅介護サービス（介護予防サービス）計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただ

き、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお

世話と行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職

種の職員の協議によって、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画

が作成されますが、その際、利用者及び利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人の希望を

十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．利用料金 

（１）通所リハビリテーションの基本料金 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって

利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です。） 

 

 要介護度 1割負担 

1時間以上２時間未満 

要介護１ ３６９円 

要介護２ ３９８円 

要介護３ ４２９円 

要介護４ ４５８円 

要介護５ ４９１円 

２時間以上３時間未満 

要介護１ ３８３円 

要介護２ ４３９円 

要介護３ ４９８円 

要介護４ ５５５円 

要介護５ ６１２円 

３時間以上４時間未満 

要介護１ ４８６円 

要介護２ ５６５円 

要介護３ ６４３円 

要介護４ ７４３円 

要介護５ ８４２円 

４時間以上５時間未満 

要介護１ ５５３円 

要介護２ ６４２円 

要介護３ ７３０円 

要介護４ ８４４円 

要介護５ ９５７円 

５時間以上６時間未満 

要介護１ ６２２円 

要介護２ ７３８円 

要介護３ ８５２円 

要介護４ ９８７円 

要介護５ １，１２０円 

６時間以上７時間未満 

要介護１ ７１５円 

要介護２ ８５０円 

要介護３ ９８１円 

要介護４ １，１３７円 

要介護５ １，２９０円 

７時間以上８時間未満 

要介護１ ７６２円 

要介護２ ９０３円 

要介護３ １，０４６円 

要介護４ １，２１５円 

要介護５ １，３７９円 

＊身体の状況により２時間以上３時間未満で利用することも可能ですので、必要に応じ 

担当者にご相談下さい。 

 

 



② 各種加算 

 

種類 内容 
利用料金 

１割負担 

入浴介助 
通所リハビリテーション計画上入浴を

行うこととなっている場合 
４０円／回 

時間延長サービスに関わる加算 

（所要時間６時間以上８時間未満の通所リハ

ビリテーションを行う前後に引き続き日常

生活上の世話を行った場合であり、所要時

間を通算した時間が８時間以上となる時） 

８時間以上 ９時間未満 ５０円／回 

９時間以上１０時間未満 １００円／回 

１０時間以上１１時間未満 １５０円／回 

リハビリテーションマネジ

メント加算 

（ＰＴ・ＳＴ・ＯＴその他の

職種の者が協働し、継続的に

リハビリテーションの質を

管理した場合） 

（ロ） 

１）６ヶ月以内  ５９３円／月 

２）６ヶ月を超えた場合 ２７３円／月 

事業所の医師が利用者又はその家族に

対して説明し利用者の同意を得た場合 

上記に加え 

２７０円／月 

リハビリテーション提供体制加算 

所要時間３時間以上４時間未満 １２円／日 

所要時間４時間以上５時間未満 １６円／日 

所要時間５時間以上６時間未満 ２０円／日 

所要時間６時間以上７時間未満 ２４円／日 

所要時間７時間以上 ２８円／日 

短期集中個別リハビリテーション加算 

退院（所）又は認定日から起算して３ヶ

月以内の期間に個別リハビリテーショ

ンを集中的に行った場合 
１１０円／日 

栄養改善加算 

栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養ケ

ア計画を作成し、栄養改善サービスを行

った場合。必要に応じ居宅を訪問する。 
２００円／日 

中重度者ケア体制加算 

中重度の要介護者を受け入れる体制を

構築し、指定通所リハビリテーションを

行った場合 
２０円／日 

送迎減算 送迎を行わなかった場合(片道につき） －４７円 

栄養アセスメント加算 

利用者ごとに栄養アセスメントを実施

し、その結果を利用者又は家族に説明

し、相談等に応じる 
５０円／月 

退院時共同指導加算 

病院又は診療所に入院中の者が退院す

るに当たり、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴが退院前

カンファレンスに参加し、退院時共同指

導を行った後に通所リハビリを行った

場合 

６００円／回 

科学的介護推進体制加算 

利用者ごとの基本的な情報を、厚労省に

提出し、通所リハビリの提供に当たって

必要な情報を活用する 
４０円／月 

サービス提供体制強化加算 

（いずれかが加算される） 

 

（Ⅰ） 
・介護福祉士が７０％以上であること 

・勤続１０年以上２５％以上 
２２円／日 

（Ⅱ） 介護福祉士が５０％以上であること １２円／日 

（Ⅲ） 
・介護福祉士が４０％以上であること 

・勤続７年以上３０％以上 
６円／日 



介職員処遇改善加（Ｖ７） 

介護職員の処遇改善を目的に、基準に適

合している施設が利用者に対し、サービ

スを行った場合 
５．８％ 

 

 

 

（２）介護予防通所リハビリテーションの基本料金 

①施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なりま

す。以下は１ヶ月あたりの自己負担分です。） 

 

要介護度 １割負担 

要支援 １ ２，２６８円 

要支援 ２ ４，２２８円 

＊送迎・入浴費は上記介護予防通所リハビリテーションサービス費に含まれます。 

 

② 各種加算 

 

種類 内容 1割負担 

退院時共同指導加 

病院又は診療所に入院中の者が退院す

るに当たり、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴが退院前

カンファレンスに参加し、退院時共同指

導を行った後に通所リハビリを行った

場合 

６００円／1回 

栄養アセスメント加算 

栄養状態を把握し、利用者ごとの栄養ケ

ア計画を作成し、栄養改善サービスを行

った場合。必要に応じ居宅を訪問する。 

５０円／月 

科学的介護推進体制加算 

利用者ごとの基本的な情報を、厚労省に

提出し、通所リハビリの提供に当たって

必要な情報を活用する 

４０円／月 

長期間利用の減算 

利用を開始した日の属する月から起算

して１２月を超えた期間に介護予防通

所リハビリを行った場合の減算 

要支援１ 要支援２ 

120円／月 240円／月 

３月に 1回以上、リハビリテーション会

議を開催し、利用者の状態の変化に応じ

計画を見直していること。また、その情

報を厚労省に提出していること。 

減算なし 

栄養改善加算 
栄養状態の改善として個別的に実施さ

れる栄養改善サービスを行った場合 
２００円／月 

サービス提供体制強化加算 

（いずれかが加算される） 

(Ⅰ) 
・介護福祉士が７０％以上であること 

・勤続１０年以上２５％以上 

要支援１ 要支援２ 

８８円 １７６円 

(Ⅱ) 介護福祉士が５０％以上であること 
要支援１ 要支援２ 

７２円 １４４円 

(Ⅲ) 
・介護福祉士が４０％以上であること 

・勤続７年以上３０％以上 

要支援１ 要支援２ 

２４円 ４８円 

予防通所リハ処遇改善加算（Ⅴ７） 通所リハビリと同じ ５．８％ 

 

 

 



（３）その他の料金 

 

   ① 食費  昼食 ６００円  

                   

 

   ② おむつ代 ： 利用者の身体の状況により、おむつの利用が必要な場合に、施設で用意

するものをご利用いただく場合に実費をお支払いいただきます。 

  

（３）支払い方法 

  ・毎月１０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払い下さ

い。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

  ・お支払い方法は、現金、銀行振込、金融機関口座自動引落の３方法があります。利用申込

み時にお選び下さい。 

   尚、口座自動引落の場合は引落手数料がかかります。 

     

肥後銀行・ゆうちょ   １１０円     それ以外の地方銀行    １３２円 

都市銀行        １６５円 

 

（４）キャンセル料 

   ・利用予定当日に連絡され休まれた場合は準備している食材料が廃棄となるため 

    キャンセル料として６００円が発生致します。 

    休まれる場合は必ず前日の１７時３０分までにご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


